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前
年
の
所
得
が
一
定
以
下
の
場
合
、申
請
手
続
き
に
よ
っ
て

承
認
さ
れ
る
と
、国
民
年
金
保
険
料
の
全
額
又
は
一
部
が
免
除

さ
れ
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
の
免
除
に
は
、所
得
制
限
が
あ
り
、基
準

は
世
帯
の
構
成
人
数
等
状
況
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

�

　
国
民
年
金
保
険
料
の
一
部
を

免
除
す
る
一
部
納
付
制
度
の
適

用
を
受
け
て
も
、
納
付
す
べ
き

一
部
の
保
険
料
を
納
付
さ
れ
な

い
場
合
、
免
除
の
期
間
と
は
な

ら
ず
未
納
期
間
と
な
り
ま
す
。

未
納
期
間
が
あ
る
と
障
害
や
死

亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
生

じ
た
場
合
に
、
年
金
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

�

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
の
手
続
き
が
簡
素
化
さ
れ
、

翌
年
度
以
降
も
引
き
続
き
免
除
又
は
猶
予
の
申
請
を
希
望
さ

れ
る
場
合
は
、
申
請
書
の
提
出
が
不
要
に
な
り
ま
す
。

�

※
失
業
を
理
由
と
し
た
全
額
免
除
申
請
及
び
若
年
者
納
付
猶

予
、
も
し
く
は
一
部
免
除
申
請
の
場
合
は
、
毎
年
の
申
請
が

必
要
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

�

電
話
で
の
年
金
相
談
は
「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」へ
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�
全
額
免
除
又
は
若
年
者
納
付
猶
予
の
承
認

を
受
け
ら
れ
た
人

全額免除

1/4納付

半額納付

3/4納付

（扶養親族の数+１）×35万円+22万円

78万円+（扶養親族等控除額+社会保険料控除額等）

118万円+（扶養親族等控除額+社会保険料控除額等）

158万円+（扶養親族等控除額+社会保険料控除額等）

保険料を全額納付した場合
と比較した年金額

月々の
保険料

全額が
免除

所得基準

3,600円

7,210円

10,810円
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�

　
70
歳
か
ら
74
歳
の
人
で
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
人
の
高
齢
受
給
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す
。

�

　
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
は
、
７
月
末
に
郵
送
し
ま
し
た
の

で
、
古
い
受
給
者
証
は
不
正
に
使
用
さ
れ
な
い
た
め
に
も
、

各
自
で
破
棄
し
て
い
た
だ
く
か
、
保
険
課
窓
口
ま
で
届
け
て

く
だ
さ
い
。

�

　
な
お
、
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し
に
伴
い
、
負
担
割
合

の
引
き
上
げ
が
凍
結
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
「
２
割
（
平
成
21

年
３
月
31
日
ま
で
は
１
割
）
」
と
表
示
さ
れ
て
い
る
人
は
、

平
成
20
年
８
月
１
日
か
ら
平
成
21
年
３
月
31
日
ま
で
の
期
間

は
、
自
己
負
担
額
が
１
割
に
据
え
置
か
れ
ま
す
。
（
現
役
並

み
所
得
の
あ
る
人
で
、
３
割
負
担
の
人
は
除
き
ま
す
）

�

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

�

　
保
険
課
　
国
保
年
金
係
　
☎
�
９
１
３
４

�

　
入
院
の
窓
口
負
担
額
が
月
単
位
で
一
定
の
限
度
額
に
と
ど

め
ら
れ
る
限
度
額
適
用
認
定
証
と
入
院
時
の
食
事
代
や
生
活

療
養
費
が
減
額
さ
れ
る
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
住
民
税

非
課
税
世
帯
の
み
）
は
、
平
成
20
年
７
月
31
日
で
有
効
期
限

が
切
れ
て
い
ま
す
。
必
要
な
人
は
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

�

▼
適
用
日
＝
申
請
の
あ
っ
た
月
の
初
日
よ
り
適
用
さ
れ
ま
す
。

�

▼
要
件
＝
保
険
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。

�

▼
申
請
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必
要
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の
＝
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国
民
健
康
保
険
の
高
齢
受
給
者
証
が
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